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２．学校給食衛生管理基準 

 

◯文部科学省告示第六十四号 
学校給食法（昭和二十九年法律第百六十号）第九条第一項の規定に基づき、学校給食衛生管理基準 

を次のように定め、平成二十一年四月一日から施行する。 
平成二十一年三月三十一日 文部科学大臣 塩谷 立 

 
学校給食衛生管理基準 
 

第１ 総則 
１ 学校給食を実施する都道府県教育委員会及び市区町村教育委員会（以下「教育委員会」という。）、附

属学校を設置する国立大学法人及び私立学校の設置者（以下「教育委員会等」という。）は、自らの責任

において、必要に応じて、保健所の協力、助言及び援助（食品衛生法（昭和二十二年法律第二百三十三

号）に定める食品衛生監視員による監視指導を含む。）を受けつつ、ＨＡＣＣＰ（コーデックス委員会（国

連食糧農業機関／世界保健機関合同食品規格委員会）総会において採択された「危害分析・重要管理点

方式とその適用に関するガイドライン」に規定されたＨＡＣＣＰ（Hazard Analysis and Critical 
Control Point：危害分析・重要管理点）をいう。）の考え方に基づき単独調理場、共同調理場（調理等

の委託を行う場合を含む。以下「学校給食調理場」という。）並びに共同調理場の受配校の施設及び設備、

食品の取扱い、調理作業、衛生管理体制等について実態把握に努め、衛生管理上の問題がある場合には、

学校医又は学校薬剤師の協力を得て速やかに改善措置を図ること。 
 
第２ 学校給食施設及び設備の整備及び管理に係る衛生管理基準 
１ 学校給食施設及び設備の整備及び管理に係る衛生管理基準は、次の各号に掲げる項目ごとに、次のと

おりとする。 
（１）学校給食施設 
①共通事項 
一 学校給食施設は、衛生的な場所に設置し、食数に適した広さとすること。また、随時施設の点検

を行い、その実態の把握に努めるとともに、施設の新増築、改築、修理その他の必要な措置を講じ

ること。 
二 学校給食施設は、別添の「学校給食施設の区分」に従い区分することとし、調理場（学校給食調

理員が調理又は休憩等を行う場所であって、別添中区分の欄に示す「調理場」をいう。以下同じ。）

は、二次汚染防止の観点から、汚染作業区域、非汚染作業区域及びその他の区域（それぞれ別添中

区分の欄に示す「汚染作業区域」、「非汚染作業区域」及び「その他の区域（事務室等を除く。）」を

いう。以下同じ。）に部屋単位で区分すること。ただし、洗浄室は、使用状況に応じて汚染作業区域

又は非汚染作業区域に区分することが適当であることから、別途区分すること。また、検収、保管、

下処理、調理及び配膳の各作業区域並びに更衣休憩にあてる区域及び前室に区分するよう努めるこ

と。 
三 ドライシステムを導入するよう努めること。また、ドライシステムを導入していない調理場にお

いてもドライ運用を図ること。 
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四 作業区域（別添中区分の欄に示す「作業区域」をいう。以下同じ。）の外部に開放される箇所には

エアカーテンを備えるよう努めること。 
五 学校給食施設は、設計段階において保健所及び学校薬剤師等の助言を受けるとともに、栄養教諭

又は学校栄養職員（以下「栄養教諭等」という。）その他の関係者の意見を取り入れ整備すること。 
②作業区域内の施設 
一 食品を取り扱う場所（作業区域のうち洗浄室を除く部分をいう。以下同じ。）は、内部の温度及び

湿度管理が適切に行える空調等を備えた構造とするよう努めること。 
二 食品の保管室は、専用であること。また、衛生面に配慮した構造とし、食品の搬入及び搬出に当

たって、調理室を経由しない構造及び配置とすること。 
三 外部からの汚染を受けないような構造の検収室を設けること。 
四 排水溝は、詰まり又は逆流がおきにくく、かつ排水が飛散しない構造及び配置とすること。 
五 釜周りの排水が床面に流れない構造とすること。 
六 配膳室は、外部からの異物の混入を防ぐため、廊下等と明確に区分すること。また、その出入口

には、原則として施錠設備を設けること。 
③その他の区域の施設 
一 廃棄物（調理場内で生じた廃棄物及び返却された残菜をいう。以下同じ。）の保管場所は、調理場

外の適切な場所に設けること。 
二 学校給食従事者専用の便所は、食品を取り扱う場所及び洗浄室から直接出入りできない構造とす

ること。また、食品を取り扱う場所及び洗浄室から３ｍ以上離れた場所に設けるよう努めること。

さらに、便所の個室の前に調理衣を着脱できる場所を設けるよう努めること。 
（２）学校給食設備 
①共通事項 
一 機械及び機器については、可動式にするなど、調理過程に合った作業動線となるよう配慮した配

置であること。 
二 全ての移動性の器具及び容器は、衛生的に保管するため、外部から汚染されない構造の保管設備

を設けること。 
三 給水給湯設備は、必要な数を使用に便利な位置に設置し、給水栓は、直接手指を触れることのな

いよう、肘等で操作できるレバー式等であること。 
四 共同調理場においては、調理した食品を調理後２時間以内に給食できるようにするための配送車

を必要台数確保すること。 
②調理用の機械、機器、器具及び容器 
一 食肉類、魚介類、卵、野菜類、果実類等食品の種類ごとに、それぞれ専用に調理用の器具及び容

器を備えること。また、それぞれの調理用の器具及び容器は、下処理用、調理用、加熱調理済食品

用等調理の過程ごとに区別すること。 
二 調理用の機械、機器、器具及び容器は、洗浄及び消毒ができる材質、構造であり、衛生的に保管

できるものであること。また、食数に適した大きさと数量を備えること。 
三 献立及び調理内容に応じて、調理作業の合理化により衛生管理を充実するため、焼き物機、揚げ

物機、真空冷却機、中心温度管理機能付き調理機等の調理用の機械及び機器を備えるよう努めるこ

と。 
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③シンク 
一 シンクは、食数に応じてゆとりのある大きさ、深さであること。また、下処理室における加熱調

理用食品、非加熱調理用食品及び器具の洗浄に用いるシンクは別々に設置するとともに、三槽式構

造とすること。さらに、調理室においては、食品用及び器具等の洗浄用のシンクを共用しないこと。

あわせて、その他の用途用のシンクについても相互汚染しないよう努めること。 
④冷蔵及び冷凍設備 
一 冷蔵及び冷凍設備は、食数に応じた広さがあるものを原材料用及び調理用等に整備し、共用を避

けること。 
⑤温度計及び湿度計 
一 調理場内の適切な温度及び湿度の管理のために、適切な場所に正確な温度計及び湿度計を備える

こと。また、冷蔵庫・冷凍庫の内部及び食器消毒庫その他のために、適切な場所に正確な温度計を

備えること。 
⑥廃棄物容器等 
一 ふた付きの廃棄物専用の容器を廃棄物の保管場所に備えること。 
二 調理場には、ふた付きの残菜入れを備えること。 

⑦学校給食従事者専用手洗い設備等 
一 学校給食従事者の専用手洗い設備は、前室、便所の個室に設置するとともに、作業区分ごとに使

用しやすい位置に設置すること。 
二 肘まで洗える大きさの洗面台を設置するとともに、給水栓は、直接手指を触れることのないよう、

肘等で操作できるレバー式、足踏み式又は自動式等の温水に対応した方式であること。 
三 学校食堂等に、児童生徒等の手洗い設備を設けること。 
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